
   

ＴｏＳＴＮｅＴ市場における更なる決済日の柔軟化について 

 
２０２１年２月１９日 

株式会社東京証券取引所 

Ⅰ 趣旨 

当取引所では、立会市場では円滑な執行が困難である大口取引やバスケット取引等の多様な執行ニーズに対応するための市場として、立会外市場（Ｔｏ

ＳＴＮｅＴ市場）を運営しています。昨年8月には、取引参加者及び投資者の利便性向上の観点から、決済日の柔軟化や委託者間ＶＷＡＰ取引の導入等の売

買制度の見直しを実施していますが、決済日の柔軟化に関しては、より長期の決済サイクルでの取引についてもＴｏＳＴＮｅＴ市場を通じて行いたいとの

ご要望を市場参加者から受けているところです。 

そこで、投資者ニーズ等を踏まえたより柔軟な売買をＴｏＳＴＮｅＴ市場で執行可能とすることを目的として、単一銘柄取引及びバスケット取引の決済

日について、売買契約締結の日から起算して10日目までの任意の決済日を指定できるようにする見直しを行います。 

 

Ⅱ 概要 

項 目 内 容 備 考 

１．決済日の更なる柔軟化 ・ ＴｏＳＴＮｅＴ市場における単一銘柄取引及びバス

ケット取引の決済日について、現在の決済日（売買契

約締結の日から起算して 3日目（休業日を除外する。

以下日数計算において同じ。）から 6 日目までの任意

の決済日）に加えて、売買契約締結の日から起算して

2日目又は 7日目から 10日目までの任意の決済日の指

定を可能とします。 

 

 

 

 

 

 

・ 取引参加者はＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る呼値を行う

際、顧客はＴｏＳＴＮｅＴ取引の委託をする際に、そ

れぞれ決済日を明らかにするものとします。 

 

・ 顧客は、注文委託時に指示した決済日の午前 9時まで

に売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付す

るものとします。 

 

・ 売買契約締結の日に決済を行う取引については、今回の

見直しの対象外です。 

 

・ 売買契約締結の日から起算して 2 日目を決済日とする取

引の取引時間は 8:20～12:30とします。 

 

・ 同一参加者間のクロス取引及び異なる参加者間の相手方

指定取引のいずれの場合でも指定可能です。 

 

・ 出資証券について、配当落又は権利落として定める期日

の売買についても、売買契約締結の日から起算して 10

日目までの決済日が指定可能となります。 

 

 

 



   

項 目 内 容 備 考 

・ 単一銘柄取引及びバスケット取引の対象であるすべ

ての商品（転換社債型新株予約権付社債券を除く）に

適用します。 

 ・ 売買契約締結の日から起算して 7 日目から 10 日目の

いずれかの日を決済日とするＴｏＳＴＮｅＴ取引に

ついては、貸借取引を行うことが可能です。 

・ 信用取引における顧客による委託保証金の差入れは、

売買契約締結の日から起算して 2日目を決済日として

指定する場合は、売買契約締結の日から起算して 2日

目の正午までの取引参加者が指定する日時までに、売

買契約締結の日から起算して 7 日目から 10 日目のい

ずれかの日を決済日として指定する場合には、売買契

約締結の日から起算して 3日目の正午までの取引参加

者が指定する日時までに行うものとします。 

 

 

・ 売買契約締結の日以後に、当該売買契約締結日から決

済日までの間に効力発生日が到来する株式分割等が

公表された場合においては、当取引所は、当該取引を

権利落売買とみなしたうえで、当取引所が定めるとこ

ろに従い決済を行うことを定めることができるもの

とします。 

 

・ その他、売買契約締結の日から起算して 2 日目又は 7

日目から 10 日目までの任意の決済日の選択を可能と

することに伴い、以下の期間又は期日等の定めについ

ても併せて変更を行います。 

 

➢ 配当落等の期日、株式併合後の株券を対象として

売買を開始する期日、取得対価の変更期日等 

 

➢ 自己の信用売り又は信用買いの決済期限及び信

用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済

期限  

・ 売買契約締結の日から起算して 2 日目の日を決済日とす

るＴｏＳＴＮｅＴ取引については、貸借取引を行うこと

はできません。 

・ 信用取引に係る委託保証金の追加差入れについては、損

失計算が生じた日から起算して 3 日目の日の正午までの

取引参加者が指定する日時までに差入れさせなければな

らないものとします。 

 

 

 

 

 

 

・ 具体的には、当取引所において、公表された分割比率等

に応じて、決済数量及び約定値段等の調整を行います。 

・ 調整を行う場合には、その内容について事前に公表を行

います。 

 



   

Ⅲ 施行日（予定） 

 実施時期は 2021年 5月を目途とし、当取引所及び取引参加者における対応状況等も踏まえて決定します。 

 

 

以 上 


